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(57)【要約】
【課題】タバコ加工産業の製造されるストランドの品質
を高め、そのため特に、製造されるストランドの品質を
特に楕円率を顧慮して改善し得る方法及びストランド形
成装置を提供する。
【解決手段】本発明は、タバコ加工産業のストランドを
製造するための方法及び相応のストランド形成装置に関
する。
　ストランドを形成するために、移送方向（５５）に移
送されるサイジングベルト（４３）が使用され、このサ
イジングベルトが、僅かな、即ち構成すべきストランド
の周囲の７０％未満及び４０％超の幅を備える。
【選択図】　　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
・第１の幅を有する第１の材料ストリップ（２５）及び第２の幅を有する第２の材料スト
リップ（２６）を移送するステップと、
・特に糊付けが全面的に又はほぼ全面的に行なわれる構成の、少なくとも第２の材料スト
リップ（２６）に糊付けをするステップと、
・第１及び第２の材料ストリップ（２５，２６）を位置ズレさせて接合し、これにより、
第１及び第２の材料ストリップ（２５，２６）が重ね合せ及び接着されるステップと、
・重ね合わされた材料ストリップ（２５，２６）を管状のストランド（３１）へ形成する
ステップと、
を有するタバコ加工産業のストランドを製造するための方法において、
　重ね合わされた材料ストリップ（２５，２６）を管状のストランド（３１）へ形成する
ために、縦軸移送方向（５５）に移送されるサイジングベルト（４３）が、重ね合わされ
た材料ストリップ（２５，２６）の周囲に部分的にだけ、即ち重ね合わされた材料ストリ
ップ（２５，２６）の幅の７０％以下で３０％以上に巻き付けられること、を特徴とする
方法。
【請求項２】
　まず、ベース材料ストリップ（２４）が、縦軸移送方向（３４）に移送され、次に、ベ
ース材料ストリップ（２４）が、第１の材料ストリップ（２５）及び第２の材料ストリッ
プ（２６）へ縦軸方向に切断されること、を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　サイジングベルト（４３）が、その横軸方向の位置で安定化されること、を特徴とする
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　重ね合わされた材料ストリップ（２５，２６）を閉じるために、サイジングベルト無し
のガイド及び形成表面（７１，７２，７３）が、サイジング装置（３０）内に設けられて
いること、を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　ストランド（３１）が、牽引サイジング装置（８１）によって縦軸移送方向（５５）へ
牽引されること、を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　牽引サイジング装置（８１）内でストランド（３１）の周囲に別の包装材料（８０）が
巻き付けられること、を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ストランド（３１）が、シガレットストランド、フィルタストランド又は中空管である
こと、を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　サイジング装置（３０）内で、サイジングベルト（４３）が、移送方向（５５）に移送
され、移送方向（５５）に漸増的に移送方向（５５）に配置された縦軸を中心として曲げ
られる、タバコ加工産業のストランド形成装置において、
　サイジングベルト（４３）が、特にサイジング装置（３０）の出口における、サイジン
グ装置（３０）の通路開口（５６）の内接輪郭の周囲の４０％～７０％の幅を備えること
、を特徴とするストランド形成装置。
【請求項９】
　通路開口（５６）の内接輪郭が、円又は楕円であること、を特徴とする請求項８に記載
のストランド形成装置。
【請求項１０】
　サイジング装置（３０）が、サイジングベルト（４３）を収容するための下型（６０）
を備え、少なくとも１つの支持ストリップ（６１，６２）を備え、この支持ストリップ（
６１，６２）が、下型（６０）上に配置され、サイジングベルト（４３）用の少なくとも
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１つのストッパ（６５，６６）を構成すること、を特徴とする請求項８又は９に記載のス
トランド形成装置。
【請求項１１】
　サイジングベルト（４３）用のそれぞれ１つのストッパ（６５，６６）を構成する２つ
の支持ストリップ（６１，６２）が設けられていること、を特徴とする請求項１０に記載
のストランド形成装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つの支持ストリップ（６１，６２）が、ストランド（３０）を形成するた
めに形成された内側に位置する面（７１，７３）を備えること、を特徴とする請求項１０
又は１１に記載のストランド形成装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの支持ストリップ（６１，６２）及び／又はカバーストリップ（６３）
が、上型（６４）として形成されていること、を特徴とする請求項１０～１２のいずれか
１項に記載のストランド形成装置。
【請求項１４】
　加熱ウェブ又は冷却ウェブが、特にカバーストリップ（６３）として設けられているこ
と、を特徴とする請求項８～１１のいずれか１項に記載のストランド形成装置。
【請求項１５】
　特にサイジング装置（３０）の出口におけるサイジングベルト（４３）及び少なくとも
１つの支持ストリップ（６１，６２）の内表面（７０，７１，７２，７３）と、カバース
トリップ（６３）が設けられている場合のカバーストリップ（６３）の内表面（７２）の
内接輪郭が、ストランド（３１）の形状を設定すること、を特徴とする請求項１０～１４
のいずれか１項に記載のストランド形成装置。
【請求項１６】
　請求項８～１５のいずれか１項に記載のストランド形成装置を有するタバコ加工産業の
ストランド製造機械。
【請求項１７】
　ストランド（３１）の移送方向（５５）でストランド形成装置の下流に、牽引サイジン
グ装置（８１）が設けられていること、を特徴とする請求項１６に記載のストランド製造
機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、
・第１の幅を有する第１の材料ストリップ及び第２の幅を有する第２の材料ストリップを
移送するステップと、
・特に糊付けが全面的に又はほぼ全面的に行なわれる構成の、少なくとも第２の材料スト
リップに糊付けをするステップと、
・第１及び第２の材料ストリップを位置ズレさせて接合し、これにより、第１及び第２の
材料ストリップが重ね合せ及び接着されるステップと、
・重ね合わされた材料ストリップを管状のストランドへ形成するステップと、
を有するタバコ加工産業のストランドを製造するための方法
に関する。
【０００２】
　更に、本発明は、サイジング装置内で、サイジングベルトが、移送方向に移送され、移
送方向に漸増的に移送方向に配置された縦軸を中心として曲げられる、タバコ加工産業の
ストランド形成装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　タバコ加工産業では、ストランド、例えばタバコストランド、フィルタストランド又は
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中空管が、これらを、個々の部分へ切断するために製造され、これら部分は、次に例えば
フィルタシガレットへ更に加工される。
【０００４】
　このため、例えば、包装材料が、サイジング装置内でフィルタ材料又はタバコの周囲に
巻き付けられ、周縁部に接着剤を備えられ、接着剤ラインが、引き続き封印される。この
ため、サイジング装置内にサイジングベルトが設けられ、このサイジングベルト上へ、包
装材料が載置され、次に包装材料ストリップでフィルタ材料もしくはタバコを同時に包装
する際にストランドの形成を可能にするために、包装材料自身に、再びフィルタ材料又は
タバコが取り付けられる。このため、サイジングベルトは、ほぼ完全に包装材料を包囲す
る。例外は、ガセットだけであり、このガセットは、包装材料の他端と包装材料を接着す
るため及びフィルタ材料もしくはタバコの周囲の包装材料ストリップを閉じるために設け
られている。
【０００５】
　加えて、タバコ加工産業では、例えば特にリセスフィルタ又は中空フィルタのようなフ
ィルタを提供するために、細管、例えばボール紙細管又は紙細管が使用される。加えて、
このような細管は、ヒートノットバーン製品におけるスペーサとしても使用される。相応
の細管は、ある程度の安定性を備え、そのため、多重壁の紙管を製造することが知られて
いる。このような細管は、中空管ストランドから裁断される。
【０００６】
　西独国特許出願公開第２５　５６　３３２号明細書から、喫煙物－マウスピーススリー
ブ用の多重壁の紙管を製造するための方法及び機械が公知であり、この紙管の場合、その
幅が、製造すべき間の２倍の周囲に一致する連続する紙ストリップが、絶えずローラから
引き出され、ストリップが、縦方向に弱体化により折り線を備えられ、この折り線によっ
て、ストリップが、２つのストリップ部分へ分割され、両ストリップ部分が、折り線に沿
って折り畳まれ、折り畳まれたストリップが、二重壁の管に形成される。この場合、紙ス
トリップの端部の結合は、折り畳まれかつ曲げられたエッジと紙ストリップのオーバーラ
ップ又はアンダーラップによって生成される。
【０００７】
　欧州特許出願公開第３　０３３　９５２号明細書は、タバコ加工産業の２層細管並びに
このような細管を製造するための装置及び方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】西独国特許出願公開第２５　５６　３３２号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第３　０３３　９５２号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第２　９７４　７９８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、タバコ加工産業の相応に製造されるストランドの品質を高め、そのた
め特に、製造されるストランドの品質を特に楕円率を顧慮して改善し得る方法及びストラ
ンド形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題は、重ね合わされた材料ストリップを管状のストランドへ形成するために、縦
軸移送方向に移送されるサイジングベルトが、重ね合わされた材料ストリップの周囲に部
分的にだけ、即ち重ね合わされた材料ストリップの幅の７０％以下で３０％以上に巻き付
けられること、によって発展させた、
・第１の幅を有する第１の材料ストリップ及び第２の幅を有する第２の材料ストリップを
移送するステップと、
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・特に糊付けが全面的に又はほぼ全面的に行なわれる構成の、少なくとも第２の材料スト
リップに糊付けをするステップと、
・第１及び第２の材料ストリップを位置ズレさせて接合し、これにより、第１及び第２の
材料ストリップが重ね合せ及び接着されるステップと、
・重ね合わされた材料ストリップを管状のストランドへ形成するステップと、
を有するタバコ加工産業のストランドを製造するための方法によって解決される。
【００１１】
　これにより、特に、環状のストランドに折り目が発生することが防止されるが、これら
折り目は、例えば、全面的なもしくはほぼ全面的な糊付けによって、高い湿度成分が材料
ストリップ内に存在することによって生じることができ、これは、サイジングベルトによ
るほぼ完全な包囲によって折り目を発生させ得る。その代わりに、管状のストランドの形
成の一部が、相応に形成された、特に平滑な又は僅かにしか摩擦抵抗を備えない表面によ
って可能にされている。加えて、製造時に高楕円率が回避される。実際に、本発明により
製造された製品の真円度は、実質的に良好である。
【００１２】
　特に、僅かにしか広幅でないサイジングベルトによって、管状のストランドの精確な形
成が可能にされることが達成される。
【００１３】
　次に、環状のストランドから、引き続き棒状の物品、例えばタバコ加工産業の２層細管
を裁断することができる。
【００１４】
　本発明による方法及び本発明による装置により、特に、タバコ加工産業の２層又は多層
の細管を、管状のストランドから製造することができ、２層細管は、第１及び第２の材料
ストリップ部分を包囲し、第１の材料ストリップ部分が第１の幅を備え、第２の材料スト
リップ部分が第２の幅を備え、第１及び第２の材料ストリップ部分は、第１の材料ストリ
ップ部分が横断面を円形又は楕円形に形成され、第１の幅を規定するエッジが突き合わせ
られており、第２の材料ストリップ部分が横断面を円形又は楕円形に形成され、第２の幅
を規定するエッジが突き合わせられているように、互いの周囲に巻き付けられ、第２の材
料ストリップ部分が、第１の材料ストリップ部分の外周に配置され、第１及び第２の材料
ストリップ部分の突合せエッジが、周方向に互いに位置ズレされ、第１及び第２の材料ス
トリップ部分の厚さが、３８μｍ～１６０μｍの範囲内にあり、第１と第２の材料ストリ
ップ部分の間に、１０μｍ～８０μｍの塗布厚さを有する全面的又はほぼ全面的な糊付け
部としての位置接着剤が設けられている。
【００１５】
　従って、本発明による方法の場合、好ましくは、サイジングベルトが、重ね合わされた
材料ストリップの幅よりも明らかに小さい幅を備え、しかも、サイジングベルトが、重ね
合わされた材料ストリップの幅の３０％～７０％の幅を備えるまでにされている。重ね合
わされた材料ストリップの幅は、重ね合わされた材料ストリップの重ね合わされた状態に
ある材料ストリップの全幅である。選択的に、４０％～７０％の幅は、製造されるストラ
ンドの周囲に関連していてもよい。
【００１６】
　好ましくは、重ね合わされた材料ストリップの幅に関して６０％未満で４０％超のサイ
ジングベルトが、重ね合わされた材料ストリップの周囲に巻き付けられる。特に好ましく
は、５０％未満で４５％超のサイジングベルトが、重ね合わされた材料ストリップの周囲
に巻き付けられる。
【００１７】
　糊付け部としての位置接着剤の所定の塗布厚さと材料ストリップ部分の所定の厚さの組
み合わせ時に、タバコ加工産業の２層細管又はストランドの持続的に高い品質が提供され
ることが認められた。
【００１８】
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　本発明による方法により、タバコ加工産業の２層細管又はストランド、即ち、第１及び
第２の材料ストリップ部分の突き合わされて配置されたエッジは、その移行箇所において
、非常に良好に設定可能な真円度を有し、これにより、製造される２層細管もしくはスト
ランドの品質は、従来技術と比べて明らかに改善されている。
【００１９】
　塗布厚さとは、本発明の範囲内で、塗布時に支配的な接着剤の厚さであると理解する。
これについては、所定の厚さの接着剤線もしくは糊線を生成する例えば欧州特許出願公開
第２　９７４　７９８号明細書を参照されたい。タバコ加工産業の棒状の製品の包装スト
リップに糊線もしくは接着剤線を塗布するためのそこに記載された装置により、糊線もし
くは接着剤塗布部の非常に正確に規定された塗布厚さを達成することができる。欧州特許
出願公開第２　９７４　７９８号明細書の対象は、本願にお開示内容に完全に収容される
べきである。
【００２０】
　位置接着剤は、本発明の範囲内で、第１と第２の材料ストリップ部分もしくは第１と第
２の材料ストリップの間に配置された接着剤であり、この接着剤は、第１及び第２の材料
ストリップの位置ズレさせた接合後に、第１及び第２の材料ストリップのオーバーラップ
を提供する。第１及び第２の材料ストリップ部分に関して、位置接着剤は、突合せエッジ
の間の大きい方の周囲部分に配置された接着剤であると見なすことができる。突合せエッ
ジの間の小さい方の周囲部分には、いわゆるシーム接着剤が設けられている。
【００２１】
　接着剤、特に位置接着剤お及びシーム接着剤の塗布厚さは、材料ストリップの結成後も
しくは２層細管の製造後の接着剤厚さと一致しない。これは、一方では接着剤の硬化が行
なわれ、他方では接着剤も材料ストリップ内に収容されることによる。
【００２２】
　好ましくは、第１及び第２の材料ストリップ部分の厚さは、１００μｍ～１４０μｍ、
特に１２０μｍ～１３０μｍの範囲内にある、及び／又は、位置接着剤の塗布厚さは、１
０μｍ～４０μｍ、特に１５μｍ～３０μｍの範囲内にある。
【００２３】
　好ましくは、第１と第２の材料部分の間のシーム接着剤は、特に全面的な又はほぼ全面
的な糊付け部として、４０μｍ～１２０μｍ、特に６０μｍ～１００μｍの塗布厚さで設
けられている。
【００２４】
　好ましくは、シーム接着剤の塗布厚さは、位置接着剤の塗布厚さよりも大きい。特に、
シーム接着剤の厚さは、位置接着剤の塗布厚さの１．５～３倍の厚さである。
【００２５】
　好ましくは、第１及び／又は第２の材料ストリップ部分の重量は、２７ｇ／ｍ２～１２
５ｇ／ｍ２、特に６０ｇ／ｍ２～１２０ｇ／ｍ２、特に７０ｇ／ｍ２～１１０ｇ／ｍ２の
範囲内にある。特に好ましくは、第１及び／又は第２の材料ストリップ部分もしくは第１
及び／又は第２の材料ストリップの重量は、１００ｇ／ｍ２である。
【００２６】
　好ましくは、第１及び第２の材料ストリップ部分の突合せエッジの位置ズレは、０．５
ｍｍ～３ｍｍの間、特に１，５ｍｍ～２．５ｍｍである。
【００２７】
　好ましくは、第２の幅に対する第１の幅の比は、５２対４８～５０．５対４９．５であ
る。第２の幅に対する第１の幅の比もしくは材料ストリップ部分幅の互いの比は、細管を
備えられるべきタバコ加工産業の製品のサイズに依存し得る。例えば、４．５ｍｍの外径
を有するマイクロスリムシガレットの場合、第２の幅に対する第１の幅の比は、５１．５
対４８．５の範囲内にある。例えば５．３ｍｍの外径を有するスーパースリムシガレット
の場合、この比は、５１．５対４８．９であり得、７．４ｍｍの外径を有するキングサイ
ズシガレットの場合は、この比は、５０．５対４９．５であり得る。
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【００２８】
　好ましくは、第１の材料ストリップ部分のエッジの間に位置する０．０ｍｍの内側の突
合せ部が設けられ、０．０ｍｍ～０．４ｍｍの外側の材料ストリップ部分のエッジの間の
外側の突合せ部が設けられている。
【００２９】
　材料部分の幅は、サイズに応じて、２６．５ｍｍ～２７．５ｍｍ、３１．０～３２．５
ｍｍ及び４４．５ｍｍ～４５．５ｍｍであり得る。材料部分もしくは材料ストリップは、
前記のように相応の厚さ及び相応の重量を有する紙から成り得る。紙は、片面又は両面を
着色されていてもよく、例えばアルミニウム又は他の材料から成るパッチが取り付けられ
ていてもよく、又は、紙は、ある材料を蒸着されていてもよく、例えば、アルミ積層部が
設けられていてもよい。エンボス加工部又は押印部又は打抜き部が設けられていてもよい
。接着剤として、１つの接着箇所又は複数、例えば２つの接着箇所が設けられていてもよ
い。特に、ＰＶＡ粘着剤（ポリビニルアセテート粘着剤）を、場合によっては付加的に更
に別のホットメルト粘着剤を、設けることができる。付加的に、フレーバーを、好ましく
は第１の材料ストリップ部分に取り付けることができる。
【００３０】
　シーム接着剤における接着剤量もしくは糊量は、サイズに依存していてもよい。例えば
、例えば、マイクロスリムシガレットの場合、６ｇ／５００ｍ～２０／５００ｍ、好まし
くは１０ｇ／５００ｍのシーム接着剤を設けることができ、スーパースリムシガレットも
しくはキングサイズシガレットの場合は、２５ｇ／５００ｍ～５５ｇ／５００ｍ、好まし
くは４５ｇ／５００ｍのシーム糊線毎の接着剤を設けることができる。
【００３１】
　位置接着剤の接着剤量は、シガレットサイズに依存して適合させることができる。従っ
て、例えばマイクロスリムシガレットの場合は、１０ｇ／５００ｍ～６０ｇ／５００ｍ、
好ましくは２０ｇ／５００ｍの糊料を設けることができ、スーパースリムシガレットの場
合は、２５ｇ／５００ｍ～７０ｇ／５００ｍ、好ましくは６０ｇ／５００ｍの糊料を、ま
たキングサイズシガレットの場合は、３５ｇ／５００ｍ～８０ｇ／５００ｍ、好ましくは
５５ｇ／５００ｍの糊料を、設けることができる。
【００３２】
　糊塗布パターンは、好ましくは全面的である。
【００３３】
　接着剤は、例えばポリビニルアセテート（ＰＶＡ又はＰＶＡＣ）とすることができる。
これは、熱可塑性のプラスチックである。他の接着剤又は糊も使用することができる。
【００３４】
　第１と第２の材料ストリップ部分の間に、接着剤は、実質的に全面的に設けられている
。ほぼ全面的な糊付けとは、特に、材料ストリップ部分の面が、少なくとも８０％、好ま
しくは少なくとも９０％、特に好ましくは少なくとも９５％まで全面的に糊付けされてい
る糊付けであると理解する。
【００３５】
　本発明の範囲内で、それぞれの材料ストリップ部分のエッジが突き合せられていること
は、これらエッジが、互いに隣接している又は互いに小さい間隔を有していることを意味
する。
【００３６】
　好ましくは、接着剤は、少なくとも２つのエッジ、特にエッジの端面の間、に設けられ
ている。特に、接着剤は、エッジの間の隙間を埋めるために設けることができる。
【００３７】
　接着剤が全てのエッジの間に設けられている場合が、特に好ましい。従って、エッジの
間のおそらくは存在する隙間は、好ましくはまた接着剤で充填されている。この場合、充
填部の厚さは、接着剤が材料ストリップ部分の表面と好ましくは面一となるような厚さで
ある。



(8) JP 2018-121628 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

【００３８】
　好ましくは、材料ストリップ部分の第１の幅は、第２の幅よりも小さい。この措置によ
り、特に外側の位置で、エッジもしくは突合せエッジの間に小さい隙間を備えるか隙間を
備えない２層細管又はストランドを提供することが可能である。
【００３９】
　好ましくは、第１及び／又は第２の材料ストリップ部分は、紙又はボール紙から成る。
【００４０】
　タバコ加工産業の特に安定した２層細管又は特に安定したストランドは、好ましくは第
１及び第２の材料ストリップ部分の突合せエッジが半径方向に面一でないもしくは半径方
向に互いに面一でない場合に達成することができる。これは、第１及び第２の材料ストリ
ップ部分の突合せエッジが周方向に互いに位置をずらされていることを意味する。その場
合、突合せエッジもしくは突合せエッジの間の相応の隙間は、ある半径方向の角度間隔内
に互いに位置する。半径方向の角度間隔は、好ましくは２°～８°、特に５°４５°、特
に好ましくは１０°～４５°である。
【００４１】
　好ましくは、第１の材料ストリップ部分の厚さは、第２の材料ストリップ部分の厚さに
一致する。この場合は、製造される細管もしくはストランドの品質が特に高い。
【００４２】
　第２の材料ストリップ部分の厚さが、第１の材料ストリップ部分の厚さよりも小さい場
合については、使用される接着剤が迅速に硬化するために役立てることができるので、製
造速度を高めることができる。
【００４３】
　好ましくは、まず、ベース材料ストリップが、縦軸移送方向に移送され、次に、ベース
材料ストリップが、第１の材料ストリップ及び第２の材料ストリップへ縦軸方向に切断さ
れる。これにより、材料ストリップを重ね合せるための第１及び第２の材料ストリップの
非常に正確な位置決めが可能にされている。
【００４４】
　好ましくは、サイジングベルトが、その横軸方向の位置で安定化される。これにより、
タバコ加工産業のストランドの製造精度が更に高められている。横軸方向の位置でサイジ
ングベルトを安定化させるために、サイジング装置内に１つ又は２つのストッパを設ける
ことができるので、サイジングベルトの横軸方向の位置固定が可能にされている。
【００４５】
　選択的又は補足的に、サイジングベルトの横軸方向の位置を測定する測定手段と、サイ
ジングベルトの位置を調整し、これにより安定化させるアクチュエータを設けることもで
きる。
【００４６】
　好ましくは、重ね合わされた材料ストリップを閉じるために、サイジングベルト無しの
ガイド及び形成表面が、サイジング装置内に設けられている。これにより、特に、中空の
ストランドが構成される特に、ストランドの形成時の重ね合わされた材料ストリップの折
り目の発生が明らかに低減されることになる。サイジングベルト無しのガイド及び形成表
面は、移送方向に変化する形態又は横断面を有するので、重ね合された第１及び第２の材
料ストリップの漸次の巻付けが可能にされている。
【００４７】
　サイジングベルトの摩耗の低減は、ストランドが、牽引サイジング装置によって縦軸移
送方向へ牽引される場合に可能である。特に好ましくは、牽引サイジング装置は、移送方
向でサイジング装置の後に設けられ、このサイジング装置内で、重ね合わされた材料スト
リップが巻き付けられる。牽引サイジング装置内でストランドの周囲に別の包装材料が巻
き付けられる場合が、特に好ましい。
【００４８】
　好ましくは、ストランドが、シガレットストランド、フィルタストランド又は中空管で
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ある。ストランド製造後、ストランドから、一倍又は複数倍の使用長さのシガレットロッ
ドもしくはタバコスティック、一倍又は複数倍の使用長さのフィルタロッドのような棒状
の要素、又は、一倍又は複数倍の使用長さの２層又は多層の細管のような細管を裁断する
ことができる。
【００４９】
　課題は、更に、サイジングベルトが、特にサイジング装置の出口における、サイジング
装置の通路開口の内接輪郭の周囲の４０％～７０％の幅を備えること、によって発展させ
た、サイジング装置内で、サイジングベルトが、移送方向に移送され、移送方向に漸増的
に移送方向に配置された縦軸を中心として曲げられる、タバコ加工産業のストランド形成
装置によって、解決される。
【００５０】
　この場合、サイジング装置の通路内で、ストランド形成装置によって、横断面が円形又
は楕円形のストランドが構成される。ストランドの外輪郭は、サイジング装置の内輪郭に
、しかもサイジングベルトの内面及び通路開口の領域内に配置されかつサイジングベルト
無しのサイジング装置の内表面、に一致する。これは、特にサイジング装置の出口におい
てそのように設けられている。内接輪郭とは、特にサイジング装置の通路開口に内接する
閉じた幾何学的な線であると理解すべきである。サイジング装置の現実的な構成内で、ス
トランドを構成するために設けられた内表面は、隙間を備えこともできる。
【００５１】
　好ましくは、通路開口の内接輪郭が、円又は楕円である。但し、サイジング装置の入口
においては、この輪郭は、未だ存在しない。何故なら、そこではまず、重ね合わされた材
料ストリップが、サイジングベルト上に載置され、次に、移送中にサイジング装置によっ
て相応に横軸方向に曲げられるからである。好ましくは、サイジング装置が、サイジング
ベルトを収容するための下型を備え、少なくとも１つの支持ストリップを備え、この支持
ストリップが、下型上に配置され、サイジングベルト用の少なくとも１つのストッパを構
成する。これにより、タバコ加工産業のストランドの非常に正確な製造が可能である。
【００５２】
　好ましくは、サイジングベルト用のそれぞれ１つのストッパを構成しかつ移送方向で左
及び右からサイジングベルトに対してその横軸方向の位置を安定化させる２つの支持スト
リップが設けられている。好ましくは、少なくとも１つの支持ストリップが、ストランド
を形成するために形成された内側に位置する面を備える。更に、少なくとも１つの支持ス
トリップ及び／又はカバーストリップが、上型として形成されている又は形成される。
【００５３】
　好ましくは、加熱ウェブ又は冷却ウェブが、特にカバーストリップとして設けられてい
る場合は、接着剤の種類に応じて、接着剤の迅速な硬化が可能である。好ましくは、特に
サイジング装置の出口におけるサイジングベルト及び少なくとも１つの支持ストリップの
内表面の内接輪郭が、ストランドの形状を設定する。
【００５４】
　本発明によれば、タバコ加工産業のストランド製造機械は、本発明によるストランド形
成装置を備えている。
【００５５】
　好ましくは、ストランドの移送方向でストランド形成装置の下流に、牽引サイジング装
置が設けられている。
【００５６】
　好ましくは、サイジングベルトは、内側に、静止摩擦を高めるコーティングを備えてい
る。
【００５７】
　好ましくは、少なくとも１つの支持ストリップ又はカバーストリップのサイジングベル
ト無しの表面は、滑り摩擦を下げるコーティングを備えている。この場合、例えばセラミ
ックコーティングを設けることができる。
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【００５８】
　サイジングベルトとしては、Ｅｓｂａｎｄ，Ｍａｘ－Ｓｃｈｌａｔｔｅｒ　ＧｍｂＨ　
ＫＧ及びＮａｓｔａ　Ｓ．Ｒ．Ｌ．とのメーカのサイジングベルトが問題となる。Ｅｓｂ
ａｎｄ社のサイジングベルトは、例えば、亜麻から成るＶ１１７８、亜麻／ポリエステル
から成るＳＱＷ９０及びアラミドから成るＳＡＬ７５の型式のものである。Ｎａｓｔａ　
Ｓ．Ｒ．Ｌ．社のサイジングベルトは、例えば、亜麻から成るＬＥ３５４－４ＦＣＡ及び
アラミドから成るＴ１１６４－２ＦＣＡの型式のものである。
【００５９】
　好ましくは、サイジング装置は、ストランドを構成する上流部分を備え、加えて、構成
したストランドを更に移送し、その際接着剤の硬化のために役立つために使用される下流
部分を備える。サイジング装置の第２の部分は、例えばカバーストリップを備え、このカ
バーストリップは、ストランドのシームを加熱又は冷却するために加熱ウェブ又は冷却ウ
ェブを有する。
【００６０】
　好ましくは、サイジング装置の第１の部分の縦軸方向の延在部は、サイジング装置の第
２の部分に比して１：５～１：２０の、特に好ましくは１：６～１：１０の比である。
【００６１】
・材料ストリップ供給装置と、
・ベース材料ストリップを第１の幅を有する第１の材料ストリップ及び第２の幅を有する
第２の材料ストリップへ縦軸方向に切断するための切断装置と、
・第１及び第２の材料ストリップに糊付け可能な糊付け装置と、
・第１及び第２の材料ストリップが互いに位置をずらして重なり合っているように、第１
及び第２の材料ストリップを互いに接着するために接合する接合装置と、
・接合された第１及び第２の材料ストリップから管状のストランドを生成するサイジング
装置と、
を有する、タバコ加工産業の２層細管を製造するための装置が提供される。
【００６２】
　材料ストリップ供給装置は、相応の幅の材料ストリップを移送することができる供給ロ
ーラであり得る。通常は、このような材料ストリップは、材料ストリップボビンから引き
込まれ、相応の装置内へ移送される。
【００６３】
　材料ストリップの移送方向に続く切断装置は、材料ストリップを縦軸方向に切断する縦
方向裁断機である。
【００６４】
　切断装置に続く糊付け装置は、実質的に全面的に両材料ストリップの少なくとも一方に
、即ち第１及び／又は第２の材料ストリップに、糊付けをし、この箇所で、シームとして
使用することができる、即ち後からのサイジング装置で第２の材料ストリップの終端部分
をシームの閉鎖のために第１の材料ストリップに押し付ける領域も糊付けをすることがで
きる。但し、この領域は、後続のステップで、相応に糊付けすることもしくは接着剤を備
えさせることもできる。糊付け装置は、欧州特許出願公開第２　９７４　７９８号明細書
に記載された糊付け装置に一致する糊付け装置であり得る。
【００６５】
　糊付け装置には、移送方向に接合装置が続き、この接合装置は、本発明の範囲内で好ま
しくは紙長さ調整装置又は紙長さ設定装置を有し、この紙長さ調整装置又は紙長さ設定装
置によって、横の位置、即ち第１及び第２の材料ストリップの互いの相対的位置－しかも
移送方向に対して横の－を、第１及び第２の材料ストリップの部分的なオーバーラップだ
けを行なうために設定することができるので、これら材料ストリップの幅から見て、一部
が左方へまた一部が右方へ突出する。
【００６６】
　タバコ加工産業の２層細管を製造するための装置は、まず第１に、材料ストリップの少
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なくとも２つの層から、管状のストランドを生成する。次に、この管状のストランドは、
引き続き例えば慣用のカッタ装置によって裁断される。まず、管状のストランドの周囲に
フィルタ材料又はタバコ材料を置くために、製造された管状のストランドを、別の機械、
例えばフィルタストランド製造機械又はタバコストランド製造機械に供給することを行な
うこともできる。その場合、最後に、包装材料ストリップは、次に引き続き相応の棒を内
部に含まれる２層細管と共に裁断するために、その際に構成されるストランドの周囲に巻
き付けることができる。環状のストランド内へフィルタ材料もしくはフィルタセグメント
及び／又はタバコ材料もしくはタバコセグメントを導入するために、材料は、広げられか
つ重ね合わされた材料ストリップ上へ取り付けられる。
【００６７】
　加えて、分離装置が設けられ、この分離装置は、第１の材料ストリップ又は第２の材料
ストリップをそれぞれ他方の材料ストリップから、移送方向で切断装置の後で空間的に分
離する。これにより、第１及び第２の材料ストリップの非常に正確な位置決め及び接合を
行なうことができるので、互いの相対的な横の位置を正確に設定することができる。加え
て、この場合のために、一方の材料ストリップだけのきれいな糊付けも可能である。
【００６８】
　この場合、同じ方向を示す第１の材料ストリップの第１の面及び第２の材料ストリップ
の第１の面が、第１及び第２の材料ストリップの結成後に依然として同じ方向を示す場合
が特に好ましい。選択的に、第１及び第２の材料ストリップの第１の表面が互いに向かっ
て配置されているように、切断前に存在する１つの第１の表面－これは、同じ向きを有す
る２つの第１の表面へ切断される－が結成されるために、第１及び第２の材料ストリップ
を切断後に互いに相対的に１８０°だけ回転させることも行なうことができる。
【００６９】
　好ましくは、糊付け装置は、第１及び／又は第２の材料ストリップの全面的な又はほぼ
全面的な糊付けを行なう。
【００７０】
　好ましくは接続装置とサイジング装置の間にシーム糊付け装置が設けられている。シー
ム糊付け装置は、これまでの糊付け装置が全面的な糊付けを行なわない場合に使用される
。横軸方向には全面的に行なわれなかったが、これによりシーム糊付け装置によって初め
て、シームを閉じるために使用される糊もしくは接着剤が塗布される糊付けが、意図され
ている。縦軸に対して横に、好ましくは全面的な糊付けが、糊付け装置及びシーム糊付け
装置によって行なわれるべきである。
【００７１】
　好ましくは、サイジング装置は、第２の加熱装置を有する。第２の加熱装置は、例えば
サイジング装置の上型内に配置することができ、特に好ましくはシーム接着剤の完全な硬
化のために使用される。
【００７２】
　裁断装置は、管状のストランドから細管を切り取るために、サイジング装置の下流に設
けられている。
【００７３】
　述べたように、タバコ加工産業の機械は、本発明による装置を備えており、ストランド
製造機械は、本発明による装置の下流に配置されている又は配置することができる。
【００７４】
　好ましくは、材料ストリップ部分－これらは、好ましくはボール紙又は紙から成る－か
ら成る多層の、特に２層の細管が製造され、これら細管の場合、オーバーラップするシー
ムがない。これにより、細管は、非常に一定の厚さで製造されるもしくは提供され、これ
により、品質的に非常に高価値のタバコ加工産業の２相細管が可能にされている。シーム
のオーバーラップの廃止に基づいて、非常に良好な真円度が達成される。２層管は、好ま
しくはほぼ２倍の幅の紙ストリップ－しかも細管の周囲と比して－から製造され、紙スト
リップは、若干異なる幅の２つのストリップへ縦に切断され、発生された両紙ストリップ
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は、別々の経路で引き続き案内され、好ましくは、後で外側に位置する広幅のストリップ
が糊付けされ、好ましくは、全ての糊線が、同時に塗布される。次に、両紙ストリップは
、重ね合わされ、重ね合わされた紙ストリップは、これから管状のストランドを構成し、
シームを閉じるために、サイジング装置の型に案内される。
【００７５】
　相応に、オーバーラップするシームなしですむフィルタストランド及びシガレットスト
ランドも製造される。
【００７６】
　好ましくは、紹介した装置は、例えば好ましくはタバコ加工産業のストランド製造機械
とフィルタトウ処理機械との間に配置することができるモジュール式の差込み装置の構成
要素である。
【００７７】
　管状のストランドが２層の材料ストリップから製造される間、相応に処理されたフィル
タトウは、相応の差込み装置によってサイジング装置の上を移送され、ストランド製造機
械の入口領域へ導入される。管状のストランドは、入口領域へも導入されるので、フィル
タトウは、フィルタロッドを製造し得るために、例えば管状のストランドの周囲に導入す
ることができる。
【００７８】
　別のフィルタトウ材料が使用されるのではなく、３層の細管を製造するためにストラン
ド製造機械が使用されることも企図され得る。この場合、第３の層は、第３の材料ストリ
ップとして、ストランド製造機械の紙軌道を介して、サイジング装置の引込み領域又は入
口に供給される。即ち、管状のストランドが既に製造された後に、サイジング装置の前の
紙軌道内で、第３の材料ストリップは、特に全面的に接着され、突き合わせられて管状の
ストランドの周囲に巻き付けられる。この場合、第３の材料ストリップの突合せ部の突合
せエッジは、少なくとも第２の材料ストリップの突合せエッジに対して位置をずらされて
いる。第３の材料ストリップは、第１及び第２の材料ストリップとは違う材料から成り得
る。例えば、第３の材料ストリップは、紙、ホイル、捲縮紙、電気伝導性の材料又はタバ
コホイルであり得る。
【００７９】
　同軸フィルタを２層の細管もしくは２層の管状のストランドから製造するために、２ス
トランドフィルタトウ処理装置を使用することもできる。その場合、一方のフィルタトウ
ストランドは、２層の管状のストランドの周囲に配置され、他方のフィルタトウストラン
ドは、管状のストランド内へ導入される。そして、２層の細管への相応の裁断後に、同軸
フィルタを製造することができる。このため、例えば、２層の材料ストリップから製造さ
れた管状のストランド上には、フィルタトウも管状のストランド上に留まるように、接着
剤の形態のアンカーシームが形成される。同軸フィルタの製造時に、第１のフィルタ材料
及び第２のフィルタ材料は、互いに異なっていてもよい。
【００８０】
　好ましくは、前で本発明によるものとして又は好ましいものとして説明した２層の細管
は、口側の終端片として又はフィルタシガレットのフィルタ又はタバコ加工産業の棒状の
物品のフィルタの２つのフィルタセグメントの間の中間片として使用される。この場合、
タバコ加工産業の第１の棒状の物品とは、特にシガレットもしくはフィルタシガレットで
あると理解するが、シガリロ、葉巻、ＨｎＢ製品（Ｈｅａｔ　ｎｏｔ　Ｂｕｒｎ）又はＥ
－シガレットであるとも理解する。
【００８１】
　本発明の更なる特徴は、特許請求の範囲及び添付図と共に本発明による実施形態の説明
から明らかになる。本発明による実施形態は、ここの特徴又は複数の特徴の組合せを満足
することができる。
【００８２】
　本発明を、以下で一般的な発明思想を制限することなく図面に関係させた実施例により
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説明するが、文章で詳細に説明してない本発明による全ての細部に関しては、図面を参照
されたい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】材料位ストリップの縦軸に対して横の切断平面内の２層の材料ストリップの概略
断面図
【図２】相応に製造された本発明による２層の細管の概略断面図
【図３】中空フィルタストランドを製造するための本発明による装置の概略図
【図４】第１の実施形態の本発明によるストランド形成装置の概略断面図
【図５】第２の実施形態の本発明によるストランド形成装置の概略断面図
【図６】図５の本発明によるストランド形成装置の他の切断位置での概略断面図
【図７】別の実施形態のタバコ加工産業の２層の管を又は選択的にフィルタストランド又
はシガレットストランドを製造するための本発明による装置の概略図
【発明を実施するための形態】
【００８４】
　図面内で、それぞれ同じ又は同様の要素及び／又は部分は同じ符号を備えているので、
新たな紹介は、行なわない。
【００８５】
　図１は、２つの材料ストリップ１１及び１２の縦軸に対して横の概略断面図で、第１の
材料ストリップ１１及び第２の材料ストリップが結成された後の第１の材料ストリップ１
１及び第２の材料ストリップの状態を示す。この場合、第１の材料ストリップ１１がその
上面に位置接着剤１７、例えば糊を備えることが認められる。位置接着剤１７上には、第
２の材料ストリップ１２が載置されている。
【００８６】
　第１の材料ストリップ１１は、左側及び右側にエッジ１３及び１４を備え、第２の材料
ストリップ１２は、左側及び右側にエッジ１５及び１６を備える。
【００８７】
　加えて、第１の材料ストリップ１１は、シーム糊付け部１８が設けられており、このシ
ーム糊付け部は、第２の材料ストリップ１２の第１の材料ストリップ１１から右側へ突出
する部分と接着を行なうために使用される。シーム糊付けストリップを設けること、例え
ば１つのシーム糊付けストリップ１８を第１の材料ストリップ１１の一方の側に設け、別
のシーム糊付けストリップを材料ストリップ１１の反対側に設けることもできる。糊付け
部１７は、糊付け部１８と同時に、又は、前で既に記載したように、後から、しかもサイ
ジング装置内での細管もしくは管状のストランドの形成前に、設けることができる。
【００８８】
　この状況で、サイジング装置の通過後に、２層の管状のストランドが得られるか、この
ストランドの裁断後に、横断面図で図２に概略的に図示した２層の細管が得られる。この
場合、ここでは、第１の材料ストリップ部分１１が内側に位置し、エッジ１３及び１４は
、突きあわせられてもしくは互いに僅かな間隔を置いて配置されている。
【００８９】
　この突合せ領域２１は、半径方向に第２の包装材料ストリップ１２の突合せ領域２０と
同列ではない。そこでは、エッジ１５及び１６も、突き合わされているもしくは互いに小
さい間隔を備えている。突合せ領域２０及び２１の隙間は、接着剤を備えていてもよい。
但し、図２の場合には、接着剤は設けられていない。従来技術とは違い、良好な真円度が
得られる。何故なら、エッジ１６が例えば第２の包装材料ストリップ１２とオーバーラッ
プするのではなく、面一となるもしくは実質的に円形の外輪郭となるからである。
【００９０】
　突合せ領域２０及び２１の周方向の位置ズレにより、製造される２層の細管１０の非常
に確実な閉鎖が可能にされている。加えて、これにより、２層の細管１０の高い安定性が
得られる。何故なら、個々の層の脆弱箇所が互いに間隔を置いているからである。
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【００９１】
　第１の材料ストリップ部分１１及び第２の材料ストリップ部分１２の互いの厚さは、異
なっていてもよい又は実質的に同じ大きさであってもよい。厚さが異なる場合、外側の材
料ストリップ部分、即ち材料ストリップ部分１２が、第１の材料ストリップ部分１１より
も薄い場合が好ましい。本発明による及び好ましい厚さは、前で説明している。
【００９２】
　図３は、タバコ加工産業の中空フィルタストランド又は２層の細管１０を製造するため
の本発明による装置を概略的に示す。この実施例では、本発明による装置の複数のバリエ
ーションが図示されている。
【００９３】
　図示してないボビンから、相応に広幅のベース材料ストリップ２４が移送方向３４に引
き出され、ローラ４１を介して転向される。切断装置２３が、材料ストリップ供給装置２
２に続く。切断装置２３内で、ベース材料ストリップ２４が、縦軸方向に切断される。切
断装置２３は、縦方向裁断機である。
【００９４】
　第１の材料ストリップ２５及び第２の材料ストリップ２６の形態の切断された材料スト
リップは、更に別の転向ローラ４１を介して平行に移送されるが、それは、次に転向ロー
ラの形態の横コンベヤ３２によって互いに分離するためである。第２の材料ストリップ２
６は、更なる転向後、糊付け装置２７によって実質的に完全に、しかも少なくとも全長に
わたって糊付けされる。この糊付け装置２７は、例えばシームの領域を省略することがで
きるが、但しこれは、必ずしも必要ではない。
【００９５】
　第１の材料ストリップ２５は、第２の材料ストリップ２６とは別に移送され、位置ズレ
装置２９によって移送方向に対して横方向に位置をずらされるので、第１の材料ストリッ
プ２５の第２の材料ストリップ２６との一体化を行なう牽引ローラ対２８内で、材料スト
リップ２５及び２６の位置をずらした重なり合いが得られる。材料ストリップは、例えば
この箇所で、図１に概略的に図示したように存在する。
【００９６】
　引き続き、塗布した糊もしくは塗布した接着剤を予備硬化させる加熱装置３５が設けら
れている。既にシーム糊付けが行なわれた場合のために、重ね合わされた材料ストリップ
２５及び２６がサイジング装置３０に供給される。シーム糊付けが未だ行なわれなかった
場合は、このシーム糊付けは、加熱装置３５とサイジング装置３０の間に配置されたシー
ム糊付け装置３６によって行なわれる。
【００９７】
　サイジング装置内で、入口フィンガ４４が、材料ストリップを、下に向かってサイジン
グベルト４３に押し付けるが、このサイジングベルトは、相応の転向ローラ４１を介して
サイジング装置３０を経てエンドレスに案内される。
【００９８】
　サイジング装置内で、材料ストリップは、円形又は楕円形に変形される。この場合、上
型は、糊もしくは接着剤１７を更に硬化させるために、加熱される上型３７として形成さ
れている。
【００９９】
　引き続き、このように構成されたストランド３１から、裁断装置３８によって相応に２
層の細管を所望の長さで切り取ることができる。
【０１００】
　選択的に、この箇所では、未だ細管を裁断するのではなく、管状のストランド３１をス
トランド製造機械４０内へ導入することが企図され得る。
【０１０１】
　このため、この箇所では、単純に、製造された管状のストランドだけをストランド製造
機械４０内へ導入し、そこで、図３に図示してない加熱部によって接着剤を更に硬化させ
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ることができる。この場合のために、相応の細管１０－これら細管は、ストランド製造機
械４０内で最終的に硬化されたストランドから裁断された－の非常に迅速な製造が可能で
ある。
【０１０２】
　選択的に、例えば、フィルタトウ４６は、図３には図示してないが、但し図３では図示
した装置の右に配置されているフィルタトウ処理装置から型３０の上を本発明による装置
にわたって案内し、牽引ローラ対４２によって移送方向４７にストランド製造機械４０に
供給することができる。その場合、フィルタトウ４６は、例えば管状のストランド３１の
周囲に配置することができる。
【０１０３】
　フィルタトウが管状のストランド３１に沿って留まるように、アンカーシーム装置４５
によって接着剤、例えばＰＶＡも、管状のストランド３１に塗布される。ストランド製造
機械４０内で、相応に包装材料ストリップが、内側に位置する管状のストランド及び外側
で周囲に位置するフィルタトウから成るストランドの周囲に巻き付けられ、こうして相応
のフィルタを製造することができる。
【０１０４】
　これに適合するフィルタは、内側に位置する細管１０を有し、これら細管の周囲で外側
に、フィルタトウ４８が配置され、このフィルタトウの周囲に、包装材料４９が配置され
ている。
【０１０５】
　糊装置２７及びシーム糊付け装置３６は、フラットノズル、スピンスプレーノズルとし
て又は欧州特許出願公開第２　９７４　７９８号明細書により形成することができる。こ
こでは、好ましくは接着剤又は糊の面状の塗布が行なわれる。
【０１０６】
　加熱装置３５は、オプションで設けることができる。この加熱装置は、実質的に接着剤
の予備硬化のために使用される。
【０１０７】
　特に幅内で正しい位置ズレを設定するために、互いに相対的な紙ウェブの正確な整向の
ために、材料ストリップのエッジの位置を検知する相応のセンサを設けることができる。
その場合、材料ストリップの位置を互いに調整するために、相応の調整機構を設けること
ができる。
【０１０８】
　特に厚い紙又はボール紙の容易な円形成のために、材料ストリップの予備曲げを、サイ
ジング装置の直前又は縦方向裁断機の直後に行なうことができる。
【０１０９】
　２層の細管は、例えば３ｍｍ～８ｍｍの内径をそなえることができる。
【０１１０】
　図４は、断面図で、本発明によるストランド形成装置のサイジング装置を概略的に示す
。サイジング装置３０は、下型６０を備え、この下型内へ、従来技術に比して僅かな幅の
サイジングベルト４３が導入されている。下型６０に、上に向かって２つの支持ストリッ
プ６１及び６２が続き、これら支持ストリップは、その内表面７１及び７３で、形成すべ
きストランドの外輪郭を設定する。内表面７１及び７３は、サイジングベルト４３の内表
面７０の一種の延長部に相当する。
【０１１１】
　加えて、加熱ウェブとして形成されたカバーストリップ６３が設けられており、このカ
バーストリップは、内表面７２を備え、この内表面は、輪郭内に相応の湾曲を備え、この
湾曲によって、構成すべきストランドの外輪郭も設定される。サイジング装置３０の通路
開口５６内に、例として管状のストランドが図示され、この管状のストランドは、第１の
材料ストリップ２５及び第２の材料ストリップ２６から構成されている。図４の実施例で
は、上型６４が、２つの支持ストリップ６１及び６２並びに１つのカバーストリップ６３
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から構成されている。
【０１１２】
　両支持ストリップ６１及び６２は、はサイジングベルト４３の横軸方向の位置を制限す
るストッパ６５及び６６を備える。
【０１１３】
　図５は、本発明によるストランド形成装置のサイジング装置３０の他の実施形態を断面
図で示す。サイジングベルト４３を収容するために形成された下型６０が設けられ、サイ
ジング装置３０の通過開口５６を画成する輪郭をサイジングベルト４３の内表面と共に構
成する構成する内表面７１及び７３を備える相応のカバーストリップ７４及び７５が設け
られている。サイジング装置３０のこの断面図は、大体はサイジング装置３０の第１の部
分の終端に、即ちサイジング装置の上流の部分に、配置されている。その場合、下流の部
分では、サイジング装置３０は、図６に図示したようになっている。そこでは、支持スト
リップ６１及び６２に対して補足的に、もう１つのカバーストリップ６３が設けられてい
る。その場合、これら３つの要素は、上型６４を構成する。カバーストリップ６３は、例
えば接着剤を迅速に硬化させるために、構成したストランドを加熱又は冷却するために使
用することができる。
【０１１４】
　図５で、カバーストリップ７４及び７５は、支持ストリップ６１及び６２として使用さ
れ、サイジングベルト４３の横軸方向の位置を制限するもしくは安定化させるために、相
応のストッパ６５及び６６を備える。
【０１１５】
　図７は、タバコ加工産業の本発明によるストランド製造機械の概略図を示す。図３にお
けるのと同様に、ベース材料ストリップ２４は、幾つかの転向ローラ４１を介して転向さ
れ、切断装置２３で切断され、第１の材料ストリップ２５及び第２の材料ストリップ２６
へ分離される。第２の材料ストリップ２６は、次に、相応の糊付け装置２７もしくはシー
ム糊付け装置３６によって好ましくは全面的に糊付けされ、サイジング装置３０の直前で
重ね合わされて、接合されて、従って接着される。
【０１１６】
　サイジング装置３０は、特に図４～図６に関して説明した本発明による特徴を備える。
相応に下型６０及び上型６４が設けられている。下型６０内に、図７には図示してないサ
イジングベルト４３が導入されている。上型６４は、サイジングベルト４３の横軸方向の
位置を制限するために、下型６０に向かってフランクがつくようにストッパ６５及び６６
を備える。移送方向５５に、ストランド３１が構成され、このストランドは、牽引サイジ
ング装置８１へ移送される。牽引サイジング装置８１内で、この例では、糊付け装置２７
’によって糊付けされる包装材料ストリップ８０が巻き付けられる。牽引サイジング装置
８１は、構成したストランド３１を移送方向５５に引き込む。
【０１１７】
　図７には、ストランド３１として中空状の管を構成すること図示されている。サイジン
グ装置３０の入口個所で、タバコ材料及びフィルタ材料を材料ストリップに取り付けるこ
とができるので、タバコストランド又はフィルタストランドを構成することもできる。
【０１１８】
　前記全ての特徴、図面からしか読み取れない特徴、及び、他の特徴との組み合わせで開
示された個々の特徴は、単独でも、組合せでも本発明にとって重要であると見なす。本発
明による実施形態は、個々の特徴又は複数の特徴の組み合わせによって保護することがで
きる。本発明の範囲内で、“特に”又は“好ましくは”で特徴付けられた特徴は、任意選
択的な特徴であると理解すべきである。
【符号の説明】
【０１１９】
　　１０　　　　　　細管
　　１１　　　　　　第１の材料ストリップ部分
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　　１２　　　　　　第２の材料ストリップ部分
　　１３　　　　　　エッジ
　　１４　　　　　　エッジ
　　１５　　　　　　エッジ
　　１６　　　　　　エッジ
　　１７　　　　　　位置接着剤
　　１８　　　　　　シーム接着剤
　　２０　　　　　　突合せ領域
　　２１　　　　　　突合せ領域
　　２２　　　　　　材料ストリップ供給装置
　　２３　　　　　　切断装置
　　２４　　　　　　ベース材料ストリップ
　　２５　　　　　　第１の材料ストリップ
　　２６　　　　　　第２の材料ストリップ
　　２７，２７’　　糊付け装置
　　２８　　　　　　牽引ローラ対
　　２９　　　　　　位置ズレ装置
　　３０　　　　　　サイジング装置
　　３１　　　　　　ストランド
　　３２　　　　　　横コンベヤ
　　３４　　　　　　移送方向
　　３５　　　　　　加熱装置
　　３６　　　　　　シーム糊付け装置
　　３７　　　　　　加熱される上型
　　３８　　　　　　裁断装置
　　４０　　　　　　ストランド製造機械
　　４１　　　　　　転向ローラ
　　４２　　　　　　牽引ローラ対
　　４３　　　　　　サイジングベルト
　　４４　　　　　　入口フィンガ
　　４５　　　　　　アンカーシーム塗布装置
　　４６　　　　　　フィルタトウストリップ
　　４７　　　　　　移送方向
　　５５　　　　　　移送方向
　　５６　　　　　　通路開口
　　６０　　　　　　下型
　　６１　　　　　　支持ストリップ
　　６２　　　　　　支持ストリップ
　　６３　　　　　　加熱ウェブ又は冷却ウェブとして形成し得るカバーストリップ
　　６４　　　　　　上型
　　６５　　　　　　ストッパ
　　６６　　　　　　ストッパ
　　７０　　　　　　内表面
　　７１　　　　　　内表面
　　７２　　　　　　内表面
　　７３　　　　　　内表面
　　７４　　　　　　カバーストリップ
　　７５　　　　　　カバーストリップ
　　８０　　　　　　包装材料ストリップ
　　８１　　　　　　牽引サイジング装置
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